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　完了時の写真データ(JPEG等)を提出していただきます。

家具、絨毯の購入
カーテンレール､ロールスクリーン､ブラインド
手摺の改修
段差解消スロープの改修

詳細は、「住宅リフォーム促進補助金交付要綱　別表第１」をご確認ください。

×

カーテンは除く

×
住宅と一体のものに限る

塗装、張替等

石綿含有事前調査費

IHクッキングヒーター、食器洗浄機等はキッチンに
組み込まれているものに限る

　　補助対象工事が下記に該当する場合、交付申請時に機器型番もしくはカタログ、また完了報告時に着手前と

屋内工事に限る

○
○

　　またはQRコードから北海道庁のHPをご覧ください

○

○
×

○

○

常時、太陽光発電に接続されるもの

門、塀、植栽、アスファルト舗装等の外構工事
改修を伴わない撤去・処分費
設計費

×
○

対象
可否

　　詳細は「北海道住まいのゼロカーボン化推進事業補助金交付要綱」をご確認ください。

産業廃棄物運搬・処分費

工事内容

住宅の新築・購入（中古を含む）×

○
○
○

○

住宅と同棟の車庫・物置の改修
住宅と別棟の車庫・物置の改修
外壁・屋根・軒天の改修

照明器具の改修

○

○
○

住宅と一体のものに限る
住宅と一体のものに限る

ユニットバス、便器、洗面化粧台等

配管等に接続され、固定されたもの

電源方式は問わない

敷地内の整備も含む

着手前検査より前に実施した場合は対象外

○

×
○

×

ＴＶ、ＢＳ、ＣＳアンテナの改修
住宅用火災警報器の改修
テレビ、冷蔵庫、洗濯機等の家電製品の購入

○

衛生設備機器の改修
灯油配管、灯油タンク、ガス配管の改修

蓄電池に接続され住宅において消費されるもの

備考

給排水設備の改修
暖房機、冷房機、給湯器、換気設備の改修

スイッチ、コンセントの改修

北海道ゼロカーボン化推進事業対象工事とは

○

○

蓄電池の改修

高断熱浴槽に該当するもの
電気、ガス、石油いずれかによる給湯方式かつ給湯効率が高いもの
節湯形のもの
空気清浄機能・換気機能を有したもの
節水型のもの

○ LED照明器具に限る

システムキッチンの改修

内装（床、壁、天井）の改修
畳の交換・表替え

×

屋根の落雪防止
風除室、サンルーム、バルコニー、ウッドデッキの改修
玄関ドア、窓、窓ガラス、網戸、内部建具の改修

○

補　助　対　象　工　事

備考

兼用住宅の住宅部分以外の改修

風除室、サンルームの設置・改修
玄関ドア、窓、窓ガラスの改修
照明器具の改修

工事内容

断熱性能を高めるもの
LED照明器具に限る

浴室・ユニットバスの改修

水栓、シャワーの改修
給湯機改修

エアコンの改修
トイレの改修
太陽光発電設備の改修

北海道庁HP
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